
タワーマンションの購入による節税が使えなくなると聞いたのですが内容を
教えてください。

今回の改正は、固定資産税の改正であり相続税の改正ではありません。
この改正により階層の違いによる取引価格の傾向を踏まえた補正率を考慮される
ことになるため、高階層は増税、低階層は減税となります。

今回の改正で相続税評価額については⾒送られていますが、国税の対応は厳しい
ままと想定されますので、タワマンを活用した節税には注意が必要です。

出典︓総務省

1階と50階で約12％
の税差額が発生します。

●改正概要●
タワーマンションに係る固定資産税・都市計画税

・住宅用超高層建築物（高さが60ｍを超えるマンション）について、階層の差異による床⾯積当たりの取引単位の変化
の傾向を反映するための補正率により補正を⾏います。

平成29年4月1日以後に新たに売買契約が締結される新築のタワーマンションについて適用
（平成29年3月31日までに売買契約が締結された住⼾を含む住宅用超⾼層建築物は補正計算の対象外）

増税 減税

タワーマンションに係る固定資産税等
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